
四 簡易な検討
イ 趣旨
公共施設等の管理者等は、次の五の詳細な検討に先立ち、採用手法について、次のロの基準に従って簡易な評価を行うことにより、導入

に適しないと評価された公共施設整備事業は、詳細な検討を行うまでもなくPPP/PFI手法を導入しないこととすることができるものとする。
この簡易な検討に当たっては、専門的な外部コンサルタントを活用した詳細な費用等の比較を行うことまでは必要としない。

ロ 評価基準
（１） 費用総額の比較による評価
公共施設等の管理者等は、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、次に掲げる費

用等の総額（以下「費用総額」という。）を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。
３三において複数の手法を選択した場合においては、各々の手法について費用総額を算定し、その最も低いものと、従来型手法による場

合の費用総額との間で同様の比較を行うものとする。

（ⅰ） 公共施設等の整備等（運営等を除く。）の費用
（ⅱ） 公共施設等の運営等の費用
（ⅲ） 民間事業者の適正な利益及び配当
（ⅳ） 調査に要する費用
（ⅴ） 資金調達に要する費用
（ⅵ） 利用料金収入

なお、この比較に当たっては、PPP/PFI手法の導入について民間事業者との意見交換が行われている場合には、上記費用等の算定に当
たってその内容を踏まえるものとする。

（２） その他の方法による評価
公共施設等の管理者等は、（１）にかかわらず、公的負担の抑制につながることを客観的に評価することができる他の方法を定めることが

できるものとする。

優先的検討指針「簡易な検討」と収益型事業の検討プロセスの関係について
○費用総額の比較による評価（利用料金収入）
・事例等を踏まえた数値の設定（※詳細について現在調査中）
・民間事業者との意見交換（サウンディング等の官民対話）を通じた設定

○その他の方法による評価
・民間事業者との意見交換を通じて民間事業としての成立可否等を勘案して評価（民間事業併設型）

（参考）優先的検討指針（簡易な検討）について
「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」（抜粋）
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（参考）官民対話の手法について

出典：国土交通省

○事業の段階に応じた、多様な官民対話の手法について紹介（地域プラットフォーム等）
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（参考）官民対話の事例（サウンディング） 横浜市（1/2）

○事業の段階に応じた、多様な官民対話の手法について紹介

23※ＰＦＩ推進委員会第２回計画部会 横浜市資料より抜粋



（参考）官民対話の事例（サウンディング） 横浜市（2/2）

○事業の段階に応じた、多様な官民対話の手法について紹介

24※ＰＦＩ推進委員会第２回計画部会 横浜市資料より抜粋
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